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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　信号が供給される上流側伝送線路が分岐点で、前記上流側伝送線路とのなす角度が鈍角
の下流側伝送線路と鋭角の下流側伝送線路とに分岐するように伝送線路が印刷された印刷
回路において、
　前記上流側伝送線路とのなす角度が鈍角の下流側伝送線路と鋭角の下流側伝送線路との
分岐点近傍の伝送線路を切り込んで切り込み部が形成されている、
　ことを特徴とする印刷回路。
【請求項２】
　前記切り込み部は、前記伝送線路を、楔形と丸形と矩形とのいずれか１つの形状に切り
込むことにより形成されたものである、
　ことを特徴とする請求項１に記載の印刷回路。
【請求項３】
　前記切り込み部は、前記上流側伝送線路とのなす角度が鈍角の下流側伝送線路と鋭角の
下流側伝送線路とに分配される信号の強度が等しくなるように、前記分岐点近傍の下流側
伝送線路を切り込んで形成されたものである、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の印刷回路。
【請求項４】
　前記切り込み部は、前記上流側伝送線路によって伝送される信号を、前記上流側伝送線
路とのなす角度が鋭角の下流側伝送線路の方向に反射する端面を有するように形成された
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ものである、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の印刷回路。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、印刷回路に関する。
【０００２】
【従来の技術】
電子回路機器には、印刷回路が形成されたプリント基板が多く用いられる。プリント基板
には、複数の電子部品が実装される。そして、プリント基板には、実装されている電子部
品間での信号の送受を行うための伝送線路が形成される。
【０００３】
プリント基板に形成された伝送線路には、一般に、信号を振り分けるための分岐路が設け
られる。最も、基本的は分岐路は、図９に示すように、「Ｔ」の字型の形状を有する分岐
路である。図９において、伝送信号が点ＰＳから点Ｐ１，Ｐ２へ伝送されるものとして、
伝送信号が伝搬する伝送線路５１psは、分岐点ｄで伝送線路５１p1と伝送線路５１p2とに
分岐する。この伝送線路５１psの中心線と伝送線路５１p1，５１p2の中心線とのなす角度
θ１は、９０°である。
【０００４】
「Ｔ」の字型分岐路を形成するのが困難である場合には、図１０に示すような「イ」の字
型の分岐路も用いられる。この「イ」の字型の分岐路を有するプリント基板では、伝送線
路５１psの中心線と伝送線路５１p1の中心線とのなす角度θ１は、鋭角（９０°未満）と
なる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、このような「イ」の字型の分岐路を有するプリント基板では、信号分配特性が低
下する。特に、電子機器の高周波化、広帯域化に伴い、機器内部の伝送線路における電磁
波信号の影響を無視できなくなる。
【０００６】
図９に示す「Ｔ」の字型の分岐路を有するプリント基板において、「Ｔ」の字型の分岐路
で分配された信号の周波数特性を図１１に示す。尚、縦軸「Relative power」は、図９の
点ＰＳから供給された信号の強度を「１」とした場合の点Ｐ１、Ｐ２にそれぞれ伝搬する
信号の強度の割合を示す。また、Ｓp1,Ｓp2は、それぞれ、点Ｐ１，Ｐ２に伝搬する信号
の強度を示し、Ｓpsは、点ＰＳまで反射した信号の強度を示す。後述する周波数特性を示
す図についても同様である。
この図１１に示すように、周波数0.1～10ＧＨｚの帯域で、伝送線路Ｐ１，Ｐ２にそれぞ
れ伝送される信号Ｓp1,Ｓp2の強度は等しくなる。
【０００７】
次に、図１０に示す「イ」の字型の分岐路を有するプリント基板において、「イ」の字型
の分岐路で分配される信号の周波数特性を図１２に示す。図１２に示すように、周波数が
高くなるに従って、伝送線路Ｐ１、Ｐ２にそれぞれ伝送される信号の信号強度Ｓp1,Ｓp2
は、互いに異なってくる。特に、点Ｐ１側へ伝送される信号は伝搬されにくくなり、その
分、点ＰＳまで反射する信号の強度Ｓpsが高くなる。
【０００８】
次に、伝送線路Ｐ１、Ｐ２にそれぞれ伝送される信号Ｓp1,Ｓp2の信号強度と角度θ１と
の関係を図１３に示す。この図１３に示すように、角度θが９０°の場合、点Ｐ２へ伝搬
する信号の強度Ｓp2と、点Ｐ１へ伝搬する信号の強度Ｓp1とは、等しくなる。しかし、角
度θ１が小さくに従って、両信号強度Ｓp1,Ｓp2に差が生じる。特に、角度θ１が４５°
の場合、分岐路における信号分配特性は低下する。
【０００９】
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このような現象は、電子機器の高速化、高周波化の障害となり、電子機器に供給される信
号の信号強度が十分に得られないと、電子機器の誤動作を誘発するおそれもある。
【００１０】
本発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされたもので、電子機器の誤動作を防止す
ることを可能とする印刷回路を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
この目的を達成するため、本発明の第１の観点に係る印刷回路は、
信号が供給される上流側伝送線路が分岐点で、前記上流側伝送線路とのなす角度が鈍角の
下流側伝送線路と鋭角の下流側伝送線路とに分岐するように伝送線路が印刷された印刷回
路において、
前記上流側伝送線路とのなす角度が鈍角の下流側伝送線路と鋭角の下流側伝送線路との分
岐点近傍の伝送線路を切り込んで切り込み部が形成されているものである。
【００１２】
このような構成によれば、上流側伝送線路とのなす角度が鈍角の下流側伝送線路と鋭角の
下流側伝送線路との分岐点近傍に切り込み部が形成されていると、切り込み部が形成され
ていない場合と比較して、伝送される信号の反射方向が変化する。そして、上流側伝送線
路に反射する信号の強度が小さくなれば、伝送される信号の強度は低下しなくなるので、
電子機器の誤動作が防止される。
【００１３】
前記切り込み部は、前記伝送線路を、楔形と丸形と矩形とのいずれか１つの形状に切り込
むことにより形成されたものであってもよい。
【００１４】
前記切り込み部は、前記上流側伝送線路とのなす角度が鈍角の下流側伝送線路と鋭角の下
流側伝送線路とに分配される信号の強度が等しくなるように、前記分岐点近傍の下流側伝
送線路を切り込んで形成されたものであってもよい。
【００１５】
前記切り込み部は、前記上流側伝送線路によって伝送される信号を、前記上流側伝送線路
とのなす角度が鋭角の下流側伝送線路の方向に反射する端面を有するように形成されたも
のであってもよい。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態に係る印刷回路が形成されたプリント基板を図面を参照して説
明する。
本実施の形態に係るプリント基板の構成を図１と図２とに示す。尚、図１、図２は、それ
ぞれ、本実施の形態に係るプリント基板の斜視図、平面図と側面図とを示す。
【００１８】
プリント基板１は、誘電体板１１と導体板１２と伝送線路１３と、を備えている。尚、プ
リント基板１の厚さは、0.5mm程度である。
誘電体板１１は、導体板１２と伝送線路１３とを絶縁するためのものである。誘電体板１
１は、例えば、ガラスエポキシ樹脂によって形成される。導体板１２は、薄い銅板等によ
って形成されたものである。
【００１９】
伝送線路１３は、プリント基板には、実装されている電子部品間での信号の送受を行うた
めに形成された線路であり、銅箔等によって形成される。伝送線路１３の線路幅Ｌ１は、
0.8mm程度である。
【００２０】
伝送線路１３は、伝送線路１３psと伝送線路１３p1と伝送線路１３p2とを有している。伝
送線路１３psは、点ＰＳから信号が供給される上流側伝送路であり、伝送線路１３p1と伝
送線路１３p2とは、下流側伝送線路である。各伝送線路１３ps，１３p1，１３p2は、伝送
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線路１３psの中心線と伝送線路１３p1，１３p2との中心線との交点としての分岐点Ｄで交
わる。
【００２１】
伝送線路１３p1，１３p2は、それぞれ、屈曲点Ｐ１１，Ｐ１２を有し、屈曲点Ｐ１１，Ｐ
１２で屈曲して、点Ｐ１，Ｐ２へと延びる。
【００２２】
伝送線路１３psと伝送線路１３p1と伝送線路１３p2とは、伝送線路１３psと伝送線路１３
p1とがなす角度をθとして、伝送線路１３psと伝送線路１３p1との角度θが９０°未満（
鋭角）になるように交わる。
【００２３】
伝送線路１３の分岐点Ｄの近傍には、楔形のノッチＮが形成されている。このノッチＮは
、同じタイミングで同じ強度の信号が振り分けられるように、伝送線路を切り込んで形成
された切り込み（切欠）部である。本実施の形態では、中心線Ｌpsと平行の方向に0.6mm
程度切り込み、中心線Ｌpsと直角方向に0.6mm程度切り込んでノッチＮを形成した。
【００２４】
次に本実施の形態に係るプリント基板の特性を説明する。
点ＰＳから伝送信号が伝搬するものとして、図３の破線で示すように、ノッチＮが形成さ
れていない場合、伝送信号は分岐点Ｄ近傍における伝送線路１３p1又は伝送線路１３p2の
端面で反射され、反射した伝送信号は点ＰＳへと戻ってしまう。伝送線路１３p1に伝搬す
る信号の強度は強くなるものの、伝送線路１３p1に伝搬される信号強度は弱くなる。従っ
て、伝送線路１３p1に伝搬する信号の強度と伝送線路１３p1に伝搬される信号の強度とは
、互いに異なってくる。
【００２５】
一方、同じく点ＰＳから信号が伝搬するものとして、図３の実線で示すように、ノッチＮ
が形成されている場合、点ＰＳから伝搬する信号は、その反射方向が変わるため、伝送線
路１３p1に伝搬する信号の強度と伝送線路１３p1に伝搬する信号の強度とはほぼ等しくな
る。尚、両信号の強度の差が所定の誤差範囲内であれば、ほぼ等しいものとする。
【００２６】
ノッチＮが形成され、角度θが４５°の場合の各伝送線路１３ps，１３p1，１３p2に伝搬
する信号の周波数特性（信号強度対周波数との関係）を図４に示す。尚、縦軸「Relative
 power」は、図１～図３の点ＰＳから供給された信号の強度を「１」とした場合の点Ｐ１
、Ｐ２にそれぞれ伝搬する信号の強度の割合を示す。また、Ｓp1,Ｓp2は、それぞれ、点
Ｐ１，Ｐ２に伝搬する信号の強度を示し、Ｓpsは、点ＰＳまで反射した信号の強度を示す
。
【００２７】
この図４に示すように、角度θが４５°の場合、ノッチＮが形成されれば、周波数0.1～
１０ＧＨｚの間で、点Ｐ１方向へ伝搬する信号の強度Ｓp1と点Ｐ２方向へ伝搬する信号の
強度Ｓp1,Ｓp2とは、ほぼ等しくなる。
【００２８】
以上説明したように、本実施の形態によれば、伝送線路１３psと伝送線路１３p1とがなす
角度θが鋭角になった場合、各伝送線路１３ps，１３p1，１３p2が交わる分岐点Ｄの近傍
に伝送線路を切り込んでノッチＮを形成した。従って、このノッチＮにより、点Ｐ１へと
伝搬する信号の強度と点Ｐ２へと伝搬する信号の強度とはほぼ等しくなり、電子部品と電
子部品との間で、同じタイミング、同じ強度の信号を振り分けることができる。
【００２９】
従って、電子機器の高速化、高周波化にあたって電子機器の誤動作を防止することができ
る。
また、ノッチＮを形成するだけなので、特殊な部品の装備、プリント基板１の特殊な加工
を全く必要とせず、極めて容易にプリント基板１を形成することができる。
【００３０】
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尚、本発明を実施するにあたっては、種々の形態が考えられ、上記実施の形態に限られる
ものではない。
例えば、ノッチＮの形状は、図２に示すものには限られず、図５に示すように丸形のノッ
チであってもよい。ノッチＮがこのような形状をしている場合の１３ps，１３p1，１３p2
の周波数特性対信号強度との関係を図６に示す。この図６に示すように、周波数0.1～１
０ＧＨｚの間で、点Ｐ１方向へ伝搬する信号の強度と点Ｐ２方向へ伝搬する信号の強度と
は、ほぼ等しくなる。
【００３１】
また、ノッチＮは、図７に示すように矩形のノッチであってもよい。ノッチＮがこのよう
な形状を有している場合の伝送線路１３ps，１３p1，１３p2の周波数特性を図８に示す。
この図８に示すように、周波数0.1～１０ＧＨｚの間で、点Ｐ１方向へ伝搬する信号の強
度と点Ｐ２方向へ伝搬する信号の強度とは、ほぼ等しくなる。
【００３２】
さらに、ノッチＮの形状は、これに限られるものではなく、ノッチＮは、複数の楔形で形
成されてもよい。但し、ノッチＮの形状としては、図１～図３に示すものが単純であり、
特性としても最も好ましい。
【００３３】
また、本実施の形態では、ノッチＮを、伝送線路１３p1，１３p2に伝送される伝送信号の
相対強度が等しくなるように形成した。しかし、これに限られるものではなく、伝送線路
１３p1，１３p2に伝送される伝送信号の相対強度が所望の比率となるようにノッチＮを形
成することもできる。
【００３４】
また、本実施の形態では、伝送信号の反射方向を制御するために伝送線路を切り込んでノ
ッチＮを形成した。しかし、これに限られるものではなく、例えば、分岐点Ｄ近傍の伝送
線路に凸部を形成して伝送信号の反射方向を制御することもできる。さらに、伝送線路１
３p1又は１３p2側にノッチＮを形成するのではなく、伝送線路１３psの方に、ノッチＮを
形成することもできる。
【００３５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、電子機器の誤動作を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係るプリント基板の構造を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るプリント基板の構造を示す平面図と側面図である。
【図３】分岐点近傍を拡大した拡大平面図である。
【図４】図１と図２に示すプリント基板の各伝送線路を伝搬する信号の周波数特性を示す
説明図である。
【図５】丸形ノッチを用いた応用例を示すプリント基板の平面図である。
【図６】図５に示すプリント基板の各伝送線路を伝搬する信号の周波数特性を示す説明図
である。
【図７】矩形ノッチを用いた応用例を示すプリント基板の平面図である。
【図８】図７に示すプリント基板の各伝送線路を伝搬する信号の周波数特性を示す説明図
である。
【図９】従来の「Ｔ」の字型の分岐路を示す平面図である。
【図１０】従来の「イ」の字型の分岐路を示す平面図である。
【図１１】従来の「Ｔ」の字型の分岐路を有するプリント基板の各伝送線路を伝搬する信
号の強度と周波数との関係を示す説明図である。
【図１２】図１０に示す従来の「イ」の字型の分岐路で分配される伝送信号の周波数特性
を示す説明図である。
【図１３】従来の分岐路における角度とプリント基板の各伝送線路を伝搬する信号の強度
との関係を示す説明図である。
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【符号の説明】
１　プリント基板
１１　誘電体板
１２　導体板
１３　伝送線路
Ｄ　分岐点
Ｎ　ノッチ

【図１】 【図２】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】



(9) JP 4115781 B2 2008.7.9

フロントページの続き

(56)参考文献  実開平０４－０７０７５９（ＪＰ，Ｕ）
              特開平０３－２４４１８１（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－３４０５９１（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H05K   1/02


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

